
前橋市公民館条例新旧対照表(第1条関係) 

改 正 案 現   行 

(名称、位置及び対象区域) (名称、位置及び対象区域) 

第3条 公民館の名称、位置及び対象区域は、次

のとおりとする。 

第3条 公民館の名称、位置及び対象区域は、次

のとおりとする。 

名称 位置 対象区域 

省略 

前橋市清里公民館 前橋市青梨子町339番地1 省略 

前橋市永明公民館 前橋市上大島町930番地1 省略 

前橋市城南公民館 前橋市二之宮町1320番地1 省略 

省略 
 

名称 位置 対象区域 

省略 

前橋市清里公民館 前橋市青梨子町339番地 省略 

前橋市永明公民館 前橋市上大島町930番地 省略 

前橋市城南公民館 前橋市二之宮町1320番地 省略 

省略 
 

2 省略 2 省略 

 

 

前橋市支所及び出張所設置条例新旧対照表(第2条関係) 

改 正 案 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

  名称 位置 所管区域 

支所 城南支所 前橋市二之宮町1320番地1 省略 

大胡支所 前橋市堀越町1115番地1 省略 

省略 

出張所 省略 

清里市民サー

ビスセンター 

前橋市青梨子町339番地1 省略 

永明市民サー

ビスセンター 

前橋市上大島町930番地1 省略 

 

  名称 位置 所管区域 

支所 城南支所 前橋市二之宮町1320番地 省略 

大胡支所 前橋市堀越町1115番地 省略 

省略 

出張所 省略 

清里市民サー

ビスセンター 

前橋市青梨子町339番地 省略 

永明市民サー

ビスセンター 

前橋市上大島町930番地 省略 

 

 

 

前橋市民文化会館に関する条例新旧対照表(第3条関係) 

改 正 案 現   行 

(分館の設置) (分館の設置) 

第2条の2 市民文化会館に次のとおり分館を置

く。 

第2条の2 市民文化会館に次のとおり分館を置

く。 

名称 位置 

前橋市民文化会館大胡分館 前橋市大胡町15番地1 
 

名称 位置 

前橋市民文化会館大胡分館 前橋市大胡町15番地 
 

 

 

前橋市立図書館設置条例新旧対照表(第4条関係) 

改 正 案 現   行 

第2条の2 図書館に次のとおり分館を置く。 第2条の2 図書館に次のとおり分館を置く。 

名称 位置 

省略 

前橋市立図書館清里分館 前橋市青梨子町339番地1 

前橋市立図書館永明分館 前橋市上大島町930番地1 

前橋市立図書館城南分館 前橋市二之宮町1320番地1 

前橋市立図書館大胡分館 前橋市大胡町15番地1 

省略 
 

名称 位置 

省略 

前橋市立図書館清里分館 前橋市青梨子町339番地 

前橋市立図書館永明分館 前橋市上大島町930番地 

前橋市立図書館城南分館 前橋市二之宮町1320番地 

前橋市立図書館大胡分館 前橋市大胡町15番地 

省略 
 

 


